
※指導係へ正副２部提出

※指導係へ正副２部提出

建築確認申請書提出

申請者による計画・立案

道路位置指定に関する手続きの流れ

開発行為に該当しない

指導係・開発審査係の審査及び図面承認

工事施工・分筆・地目変更

工事完了

「道路位置指定申請(通知)書」の提出

現場検査

指定・公告

建築指導課（指導係・開発審査係）と事前協議

開発行為に該当する

開発行為による
道路築造

「位置指定道路図面事前協議書」の提出

（道路位置指定事前審査書を添付）


